
令和７年度版（令和６年度実績）

男女共同参画の推進に関する年次報告書

令和８年３月

志木市



基本目標 施策の方向性

指標　●パートナーからDVを受けた経験が「まったくない」と回答した人の割合

課題 施策の方向性

指標　●固定的な性別役割分担に同感しない人の割合

　　　●セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）という言葉の意味を知っている人の割合

指標　●男性が育児・介護休暇を取得すべきと考える人の割合

　　　●男性が家庭内で家事を「いつもしている」と回答した人の割合

　　　●市役所における男性職員の育児休業取得率

指標　●パートナーからDVを受けたあと、相談した人の割合

指標　●乳がん検診の受診率

　　　●子宮頸がん検診の受診率

指標　●職場の中で男女の地位が平等であると感じている人の割合

　　　●「ワーク・ライフ・バランス」について知っている人の割合

　　　●保育園の待機児童数

　　　●学童保育クラブの待機児童数

指標　●市役所における女性の役付職員(主査相当職以上)の割合

　　　●審議会等における女性委員の割合

指標　●男女共同参画に関する企業研修会への参加事業者数

指標　●男女共同参画に関する職員研修会への参加者数

第６次志木市男女共同参画基本計画体系　

１　男女共同参画及び性の多様性に関する意識啓発　　　　　　

① 男女共同参画に関する意識啓発
② 性の多様性についての理解促進
③ 男女平等教育の充実
④ 国際理解の推進

① 男性の家庭参画の促進
② 男性の育児・介護休業制度などの活用促進

２　男性の家庭参画の促進
　　　　　　　　　【志木市女性活躍推進計画】

① DV防止の啓発
② ハラスメント防止の啓発

① 相談体制の充実
② 志木市配偶者暴力相談支援センター事業の周知への取組
③ 被害者の安全確保と自立支援
④ 関係機関との連携

３　生涯を通じた健康づくり

２　DV被害者に対する相談・支援体制の充実
　　　　　　　　　【志木市DV防止基本計画】

１　DVやセクシュアル・ハラスメント等の根絶
　　　　　　　　　【志木市DV防止基本計画】

１　男女がともに働きやすい環境づくり
　　　　　　　　　【志木市女性活躍推進計画】

① 男女の均等な雇用機会の確保と就労環境の待遇改善への取組
② 女性の就業・起業の支援
③ 子育てや介護を支援する体制の充実

２　政策・方針等の決定における女性の参画推進
　　　　　　　　　【志木市女性活躍推進計画】

① 審議会委員や市職員管理職等への女性の登用推進 
② 地域活動における女性参画の促進

１  市民・事業者等との連携
① 男女共同参画のための多様な活動の促進
② 計画推進に関する市民・事業者等との連携

① 庁内の計画推進体制の強化
② 年次報告書の充実
③ 男女共同参画に関する実態調査の実施

２  市の推進体制の充実

① ライフステージに沿った健康づくりのための各種事業の充実
② 母子保健事業等の推進
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１  統計からみる現状 

 
(1) 男女別人口と世帯の状況  

❍人口・世帯の推移 

本市の近年における人口、世帯数はおおむね横ばい傾向にあり、女性の人口がやや多くなって

います。令和6年（10月1日現在）には、男性が37,611人(49.4％)、女性が38,589人(50.6％)と

なっています。 

❑世帯数と男女別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：総合窓口課(各年 10 月 1 日) 

❍年齢別・男女別人口の推移 

年齢別男女別の人口構成は、64歳未満では男性の割合が高く、65歳以上では女性の割合が高い

傾向にあります。 

❑年齢別・男女別人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総合窓口課（各年 10 月 1 日） 

15～39 歳

40～64 歳

65 歳以上

0～14 歳

15～39 歳

32,656 33,482 33,950 34,456 35,015 35,362 35,843 36,040 36,463 36,701

36,991

37,476

37,718
37,882 37,900 37,839

37,980
37,777 37,812
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36,962

37,745
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38,343
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38,732

38,637 38,642 38,589
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40,000
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40,000

H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

(人口 人)(世帯数 世帯) 世帯 男性 女性

5,140
13.9%

4,771
12.9%

5,193
13.9%

4,881
12.9%

5,230
13.9%

4,934
12.9%

5,226
13.8%

4,934
12.9%

5,224
13.8%

4,939
12.8%

5,174
13.7%
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12.7%
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13.6%
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13.3%

4,723
12.2%

4,966
13.1%

4,673
12.1% 4,783 4,581

11,226
30.3%

10,675
28.9%

11,283
30.1%

10,863
28.8%

11,156
29.6%

10,836
28.4%

11,178
29.5%
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27.9%
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28.8%

10,576
27.4%
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28.2%

10,414
27.0%

10,605
27.9%

10,312
26.6%

10,477
27.7%

10,159
26.3%

10,448
27.6%
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26.1%

10,353 10,028

12,836
34.7% 12,234

33.1%

13,046 
34.8% 12,371 

32.8%

13,206 
35.0% 12,489 

32.7%

13,280
35.1% 12,592

32.8%

13,483
35.6% 12,726

33.0%

13,675
36.1% 12,837

33.2%

13,881
36.5% 12,988

33.5%

13,988
37.0% 13,106

33.9%

14,102
37.3% 13,201

34.2%
14,224

13,276

7,789
21.1%

9,282
25.1%

7,954 
21.2%

9,630 
25.5%

8,126 
21.5%

9,888 
25.9%

8,198
21.6%

10,135
26.4%

8,273
21.8%

10,344
26.8%

8,310
22.0%

10,467
27.1%

8,339
22.0%
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27.4%
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(2) 出産・高齢化の状況  

❍合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は、国・県ともに平成 27 年以降、緩やかな低下傾向にあります。本市では、大

規模なマンションの建設により、子育て世代の転入が増加したため、平成 27 年は高い数値となっ

ています。平成 28 年以降は、国や県と同様に緩やかな低下傾向にありましたが、令和 3 年は大き

く低下し国や県を下回り、その後も低い水準で推移しています。 

※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性がその年齢別出生率で一

生の間に産むとしたときの子どもの数に相当する。 

❑合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国・県…総務省統計局  市…埼玉県保健医療政策課 

 

❍高齢化率の推移 

本市の全人口に占める65歳以上の割合を示す高齢化率は、国や県に比べて低く、近年では横ば

い傾向となっています。 

❑高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳年齢階級別人口(各年 1 月 1 日) 
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❍高齢者年齢別男女別人口の推移 

本市の65歳から74歳までの前期高齢者は平成28年以降から男女ともに減少傾向にありますが、

75歳以上の後期高齢者は男女ともに増加傾向にあります。 

また、要介護・要支援認定者数も年々増加しています。 

❑高齢者の性別・年齢別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長寿応援課(各年 3 月 31 日) 

 

❍健康寿命と平均寿命の推移 

本市の健康寿命は、男女ともに埼玉県に比べて高い状況にあります。 

❑65 歳健康寿命の性別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※平均寿命とは、0 歳時点で何歳まで生きられるかを統計から予測した「平均余命」のことです。 
この数字とは別に埼玉県では、65 歳に達した県民が健康で自立した生活を送ることができる期間、具体的には、介護保険制度の

「要介護 2 以上」になるまでの期間を「健康寿命」として算出しています。
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（３）女性の就労・参画状況 

❍女性の労働力率の年齢別状況 

本市における女性の生産年齢における労働力率※は、20 歳代後半にピークを迎え、その後、結

婚や出産などを経験する時期にあたると下降しています。40 歳代前半期に再び上昇に転じ、40

歳代後半期には 79.2％まで回復しています。なお、本市の労働力率は、国に比べ低い傾向となっ

ています。 

＊労働力率：15 歳以上の人口に占める労働力人口の割合。労働力人口は就業者に完全失業者を加えた人数。 

❑女性の年齢階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：令和２年国勢調査、就労状況等基本方針、労働力状態(8 区分)，年齢(5 歳階級)， 

                    男女別 15 歳以上人口及び労働力率 － 都道府県，市区町村 
 

❍審議会等における女性委員の割合 

法令又は条例で設置されている審議会等においては、委員の男女構成の均衡を図るよう努めて

いますが、専門性が要求される場合や役職に基づき委嘱する場合、前提となる資格要件が限定さ

れている場合もあり、女性委員の割合は30％未満で推移しています。 

 

❑審議会等における女性委員の割合 

※審議会等における女性委員数÷審議会等における全委員数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人権推進室 
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❍町内会の方針決定への参画 

令和 6 年度における女性の町内会長の割合は、2.6％となっており、副会長の女性の割合は、

23.3％となっています。 

 

❑町内会における女性の会長の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動推進課 

 

❑町内会における女性の副会長の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動推進課 
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❍市役所における女性職員の割合 

本市の市役所における女性職員の割合は、平成 30 年度の 47.2％を境に減少し、令和 6 年度に

は 42.8％となっています。全役付職員における女性役付職員の割合をみると主査級以上は 36.5％

（69 人）、課長級以上は 23.6％（17 人）となっており、課長級以上の女性職員の割合は増加傾向

になっています。 

 

❑女性職員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人事課 

❍市議会への参画 

本市の市議会における女性議員の割合は、平成16年度の31.6％を境に減少に転じ、令和6年度

には14.3％となっています。 

また、市議会選挙における女性立候補者の割合は、平成12年度には27.3％でしたが、令和6年度

には7.7％となっており、低い傾向にあります。 

 

❑市議会における女性議員及び女性立候補者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：議会事務局(各年度 5 月 1 日現在) 

選挙管理委員会事務局(各年度 5 月 1 日現在) 
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(4) DV 相談の状況  

❍DV に関する相談と保護 

DV に関する相談と保護件数は年度によって増減がありますが、令和 6 年度には相談延べ件数

が 252 件、保護件数が 0 件となっています。 

❑DV に関する相談と保護件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：志木市ＤＶ対策ネットワーク会議 
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２ 推進体制

■志木市男女共同参画審議会
　志木市男女共同参画推進条例第28条の規定により設置
　委員の構成：市民公募、事業者等、識見を有する者、関係行政職員
　委員数：10名
　任期：2年（令和7年2月1日～令和9年1月31日）

開催日 議題等 主な内容等

令和8年3月5日(木)

●令和7年度版（令和6年度実績）

志木市の男女共同参画推進状況に

関する年次報告書について

●令和7年度版（令和6年度実績）志木市の男女

共同参画推進状況に関する年次報告書について議

論し、報告書への意見や修正点をまとめた。

■志木市男女共同参画庁内推進会議
　志木市男女共同参画庁内推進会議設置要綱により設置
　委員の構成：関係部課の職員及び人権推進室長
　委員数：39名
　任期：2年（令和6年4月1日～令和8年3月31日）

開催日 議題等 主な内容・意見等

令和8年2月25日(水)

～3月4日(水)

●令和7年度版（令和6年度実績）

男女共同参画推進状況に関する年

次報告書について

●年次報告書の内容について校正を行った。

- 8 -



３ 埼玉県内での志木市の推進状況  

 （埼玉県「市町村における男女共同参画社会の推進に関する施策の推進状況調査」より）

R5.4.1現在

本市の状況
前年度との

比較
本市の状況 県内平均

県内順位

（63市町村中）

男女共同参画

に関する条例
条例制定

志木市男女共同

参画推進条例

市町村議会 女性議員の比率
14.3%

(2/14人)
（変化なし）

14.3%

(2/14人)
25.6% ５１位

審議会等

（注1）
女性委員の比率

25.5%

(72/282人)
（増加）

27.0%

(76/281人)
30.1% ４２位

管理職相当職の職

員（課長級以上）

における女性職員

比率

23.0%

(17/74人)

（増加）

23.6%

(17/72人)
16.7% ６位

係長級以上の役付

き職員における女

性職員比率

38.0%

(73/192人)

（減少）

36.5%

(69/189人)
31.2% １１位

総職員数における

女性職員比率

42.8%

(170/397人)
（変化なし）

42.8%

(170/397人)
42.3% ２８位

自治会長の

女性比率
自治会長 町内会長の男女比

0%

(0/38人)
（増加）

2.6%

(1/38人)
6.0% ４８位

注１ 地方自治法第202条の3に基づく審議会等を対象 

注２ 技能労務職等を含む全ての職員を対象

R6.4.1現在

平成14年6月24日制定 県内4番目

分野 対象 調査項目

政策決定過程

への女性の

参画状況

市町村職員

（注2）
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４　第６次志木市男女共同参画基本計画・具体的取組進捗管理表

基本目標 課題 指　　標
現状値

(令和元年度)
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

目標値

(令和７年度)

固定的な性別役割分担に同感しない人の割合

【市民意識調査】

セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）という言葉を知っている人の割合

【市民意識調査】

男性が育児・介護休暇を取得すべきと考える人の割合

【市民意識調査】

男性が家庭内で家事を「いつもしている」と回答した人の割合

【市民意識調査】

市役所における男性職員の育児休業取得率

【人事課】

パートナーからDVを受けた経験が「まったくない」と回答した人の割合

【市民意識調査】

パートナーからDVを受けたあと、相談した人の割合

【市民意識調査】

乳がん検診の受診率

【健康政策課】

子宮頸がん検診の受診率

【健康政策課】

職場の中で男女の地位が平等であると感じている人の割合

【市民意識調査】

「ワーク・ライフ・バランス」について知っている人の割合

【市民意識調査】

保育園の待機児童数

【保育課】

学童保育クラブの待機児童数

【保育課】

市役所における女性の役付職員(主査相当職以上)の割合

【人事課】

審議会等における女性委員の割合

【人権推進室】

男女共同参画に関する企業研修会への参加事業者数

【人権推進室】

男女共同参画に関する職員研修会への参加者数

【人権推進室】

※市民意識調査に基づく指標については、令和6年度に調査を実施するまで数値を据え置く。

■進捗管理表

 第６次志木市男女共同参画基本計画にある具体的取組に関する事業の指標について、下記のとおり進捗管理の状況を報告しま

す。

1

66.8％ 65.7％ 75.0％

69.4％ 75.2％ 80.0％

2

82.7％ 86.1％ 100.0％

27.7％ 30.8％ 35.0％

9.0％ 20.0％ 40.0％ 50.0％ 40.0％ 15.0％

1 73.5％ 79.2％ 80.0％

2 40.0％ 38.7％ 50.0％

3

R元

18.8％

R2

16.0％

R3

14.9％

R4

15.6％

R5

16.3％
50.0％

R元

11.2％

R2

7.3％

R3

8.9％

R4

10.1％

R5

11.3％
50.0％

28.3％ 35.6％ 40.0％

63.2％ 70.3％ 80.0％

47人 12人 8人 4人 4人 0人

18人 0人 31人 29人 14人 0人

2

40.1％ 39.2％ 39.1％ 38.0％ 36.5％ 42.0％

27.5％ 24.2％ 26.1％ 25.5％ 27.0％ 40.0％

Ⅳ

1 11社 9社 15社 14社 16社 17社

2 15人 45人 43人 48人 40人 40人

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1
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５  基本計画体系別関係事業評価結果 

「第 6 次志木市男女共同参画基本計画」の体系に基づき、令和６年度に本市が実施した関係事業の

評価結果は次のとおりです。関係事業の事業内容及び実績は、次ページ以降をご覧ください。 

 

■評価結果（令和６年度） 

●基本目標Ⅰについての評価 

 

 
 

●基本目標Ⅱについての評価 

 

 
 

●基本目標Ⅲについての評価 

 

 
 

●基本目標Ⅳについての評価 

 

※ Ａ 課題解決に値する成果が得られた 

  Ｂ 課題を意識したが、成果につながらなかった 

  Ｃ 事業未実施 

 課題評価※ Ａ Ｂ Ｃ 計

 事業数 19 0 0 19

 基本目標Ⅰに占める割合 100％ 0％ 0％ 100％

 課題評価※ Ａ Ｂ Ｃ 計

 事業数 38 1 0 39

 基本目標Ⅱに占める割合 97.4％ 2.6％ 0％ 100％

 課題評価※ Ａ Ｂ Ｃ 計

 事業数 34 2 0 36

 基本目標Ⅲに占める割合 94.4％ 5.6％ 0％ 100％

 課題評価※ Ａ Ｂ Ｃ 計

 事業数 9 0 0 9

 基本目標Ⅳに占める割合 100％ 0％ 0％ 100％



６ 基本計画体系別関係事業実施状況

基  本  目  標 Ⅰ　あらゆる人権が尊重されるまち
課　　　 　　題 １ 　男女共同参画及び性の多様性に関する意識啓発
施策の方向性 ①　男女共同参画に関する意識啓発

②　性の多様性についての理解促進
③　男女平等教育の充実
④　国際理解の推進

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
男女共同参画推進月
間事業

● ● ● ● 継続

男女共同参画に関する理解と認
識を深めることを目的に、男女共
同参画に関連したパネル展を実
施し、男女共同参画意識の啓発
を行う。

〇パネル展示
「多様な性　知っていますか？」
・来場者数　316名

○ ○ ○ ○ ○ A

より多くの方に啓発できるよう
開催場所を引き続き検討する
とともに、インターネットでの周
知を活用する。

人権推進室

2 人権研修会 ● ● ● ● 継続
市民に対し、人権に関わる様々
なテーマについて研修会を実施
する。

〇人権研修会
・実施回数　5回
・参加人数 147人

○ ○ ○ ○ A
参加者アンケートにより男女
別のニーズを把握し、事業を
計画及び実施していく。

生涯学習課

3 公民館等人権講座 ● ● ● ● 継続

市民に対し、人権に関わる様々
なテーマについて研修会を実施
する。

①いろは遊学館
学社融合事業いのちを学ぶ人権講座
「みんな違うから面白い」
　参加人数 142人
②宗岡公民館：あけぼの大学
「生き生きエイジング」
　参加人数35人
③宗岡第二公民館：寿大学
「イキイキエイジング」
　参加人数46人

○ ○ ○ ○ A

参加者アンケートにより男女
別のニーズを把握し、事業を
計画及び実施していく。

生涯学習課

4
人権啓発活動地方委
託事業
「人権の花」運動

● 継続

花の苗を育てることで命の大切さ
や相手を思いやるという基本的
人権の尊重の精神を身につけて
もらうことを目的として事業を展
開する。

〇志木第三小学校
・参加者数　90名(4年生)
〇宗岡第二小学校
・参加者数　72名(4年生)

○ ○ ○ ○ A

生徒数に応じて、毎年、事業
費が増加しているとともに、国
の委託金が減っていることか
ら、事業の見直しが必要であ
る。

人権推進室

5
各学校による推進
[教職員対象]

● ● ● 継続

教職員を対象にした男女平等教
育及び性の多様性に関する研修
会・講演会に積極的に参加する。

①県の人権感覚育成指導者研修会
　 を複数の教職員が受講
②県が作成した性の多様性に係る
    ハンドブックやリーフレット、指導資
    料集の活用を呼び掛けた。(年間)
③フォーラム等の各事業に小・中学
　校管理職及び教職員の参加を呼び　
　掛けた。

○ ○ ○ ○ A

研修会を複数の教職員が受
講することで、校内教職員の
人権意識を高めた。
各校の教職員が今後も研修
に参加できるよう、研修会・講
演会の周知の方法を今後も
工夫していく。

学校教育課

6
各学校による推進
[児童・生徒対象]

● ● ● 継続

児童・生徒を対象に道徳教育、
特別活動等の領域、保健体育、
家庭科・技術等の学習を通して
男女平等教育の推進を図る。

①全小・中学校の指定学年におい
　 て、性の多様性に係る「児童生徒
　用リーフレット」及び指導資料集の
　配布を行った。
②全小・中学校の指定学年におい
　 て、男女平等教育資料「男女共同
   参画社会の実現をめざして」を配
   付し、活用を呼び掛けた。
③全小・中学校において男女平等及
　 び男女共同参画に基づいた教育
   活動を実施した。

○ ○ ○ ○ A

各校の実態や目標に照らし合
わせて、人権教育全体計画及
び人権教育年間指導計画の
見直し・改善を図っていく必要
がある。

学校教育課

7
男女共同参画推進月
間特別図書展

● ● ● ● 継続

男女共同参画に関する図書を特
別展示し、啓発を図る。

〇特別図書展
・展示期間　6月1日～6月30日
・展示資料数　59冊 ○ ○ ○ A

展示資料の充実を図るため
に、新規の関連図書の購入を
行う。 いろは遊学図書館

8
男女共同参画推進月
間特別図書展

● ● ● ● 継続

男女共同参画に関する図書を特
別展示し、啓発を図る。

〇特別図書展
・展示期間　6月1日～7月31日
・展示資料数　100冊 ○ ○ ○ A

展示資料の充実を図るため
に、新規の関連図書の購入を
行う。 柳瀬川図書館

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック

　「第６次志木市男女共同参画基本計画」の体系に基づき、本市で実施する関係事業について、令和６年度事業内容及び事業実績は次

のとおりです。

No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 12 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

9
広報しきにおける男女
共同参画に関する啓発
活動

● ● ● 継続

広報しきにおいて、男女共同参
画の記事を掲載し、より多くの市
民へ届くよう情報の提供を行う。

志木市男女共同参画推進月間（6月）
に合わせて、広報しきに記事掲載を
行い啓発を行った。 ○ ○ ○ ○ A

引き続き広報しきにおいて、
男女共同参画の記事を掲載
し、より多くの市民の啓発活動
を行っていくとともに、ホーム
ページの活用を図る。

人権推進室

10 人権教室 ● 継続

人権擁護委員による命の大切さ
や相手を思いやるという基本的
人権の尊重の精神を身につけて
もらうことを目的に事業を展開す
る。

〇志木第四小学校
・参加者数　65名（3年生）
〇いろは保育園
・参加者数　15名（5歳児）

○ ○ ○ A

引き続き小学校及び保育園に
おいて人権教室を実施する。

人権推進室

11
各保育園による取組
[園児対象]

● 継続

保育園の日常の中で、男女平等
の意識づくりを推進する。

各園共に、日常の集団保育におい
て、あらゆる環境・資源を利用しなが
ら様々な経験をさせ、育成を図った。 ○ ○ ○ ○ ○ A

園児に対して、どのようなこと
ができるかを保育士一人ひと
りが考えながら、日頃から育
成を心がける。

保育課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 13 -



基  本  目  標 Ⅰ　あらゆる人権が尊重されるまち
課　　　　　　題 ２　 男性の家庭参画の促進
施策の方向性 ①　男性の家庭参画の促進

②　男性の育児・介護休業制度などの活用促進

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
いろは子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（お父さん広場）

● 継続

「お父さん広場」を通し共感できる
仲間づくりを応援する。父親の育
児参加を推進する。

・実施回数　11回
・参加人数　子ども64人　保護者52人
（父26人、母26人）

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を推進してい
く。 子ども支援課

2
西原子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（ぱぱまある）

● 継続

未就学児と子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するための情報提供や子ども
との遊び方、仲間づくりを提供す
る。

・実施回数　10回
・参加人数　子ども100人　保護者97
人（父43人、母52人、祖母2人） ○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を推進してい
く。

子ども支援課

3

子育て支援センターぷ
ちまある地域子育て支
援拠点事業（お父さん
とあそぼう）

● 新規

未就学児と子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するための情報提供や子ども
との遊び方、仲間づくりを提供す
る。

・実施回数　1回
・参加人数　子ども６人　保護者６人

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を促進してい
く。

子ども支援課

4 家事シェア推進 ● 継続

男性の家庭参画を目的に家事
シェア表を活用等の啓発活動を
行う。

市ホームページで、家事シェア表の
掲載を行った。 ○ ○ ○ ○ A

今後も市ホームページや志木
市民まつりでの人権啓発活動
において、周知していく。

人権推進室

5 啓発品の配布 ● 継続

男性の家庭参画の啓発をテーマ
とした物品を購入して啓発を図
る。

男女共同参画社会推進に関するラベ
ル入りウェットティッシュなどの啓発物
品を研修会等で配布した。

○ ○ ○ A

日常的に使用する物品を選定
するなど、工夫をして、様々な
方に配布できるようにする。

人権推進室

6

宗岡子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（パパのぽけっ
と）

● 継続

未就学児を子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するため情報提供や子どもと
の遊び方、仲間づくりの機会を提
供する。

・実施回数　12回
・参加人数　子ども45人　保護者38人

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を推進してい
く。

子ども支援課

7
志木市職員の育児休
業等の取得促進

● ● 継続

男女平等な育児、介護休暇取得
を促進する。すべての職種の職
員が、男女を問わず、子が3歳に
達する日まで育児休業すること
ができる。部分休業又は、育児
短時間勤務を小学校就学前まで
取得することができる。

　対象職員に制度の説明をするととも
に、取得について促した。
○女性職員
・対象者　10名
・取得者　10名
○男性職員
・対象者  10名
・取得者   4名

○ ○ ○ ○ ○ A

男性職員の育児休業取得率
を高めるため、育児休業等を
取得しやすい職場環境づくり
や職場の理解促進、男性職
員が取得できる制度を周知し
ていく。
また、令和8年度から休職者
等カバー評価制度を実施し、
さらなる取得促進を目指す。

人事課

8 男性相談 ● ● 継続

男性からの相談に心理カウンセ
ラーが対応する。

・実施日数　　45日
・相談のべ件数　3件

○ ○ ○ ○ ○ A

男性相談の件数は少ないも
のの、相談員のスキルや面接
時の安全面などが課題であ
る。

子ども支援課

9

宗岡子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（おとうさんとあ
そぼう）

● 継続

未就学児を子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するため情報提供や子どもと
の遊び方、仲間づくりを提供す
る。

台風による中止のため実績なし。

○ ○ ○ ○ ○

未就学児の保護者を対象に、
父親の子育て参加を促進する
ため情報提供や子どもとの遊
び方、仲間づくりの場の提供
に努める。

子ども支援課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 14 -



基  本  目  標 Ⅱ　だれもが安心して暮らせるまち
課　　　　　　題 １　DVやセクシュアル・ハラスメント等の根絶
施策の方向性 ①　DV防止の啓発

②　ハラスメント防止の啓発

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
各保育園に対する取組
[園職員対象]

● ● 継続

各保育園職員に向け、暴力等に
より心の傷を受けた児童やその
保護者への適切な対応について
研修の機会を設け、支援体制づ
くりを進める。

〇要保護児童対策地域協議会研修
会
実施回数　1回
〇子どもセーフティネット会議
幼稚園、学童保育クラブ、主任児童
委員対象　各1回

○ ○ ○ A

暴力目撃による心理的虐待も
あるため、児童に直接関わる
機関の職員の知識習得と連
携会議開催による支援体制
の強化は必要である。

子ども支援課

2 各学校による推進 ● ● 継続

県教育委員会主催の管理職及
び教職員を対象にした、男女共
同教育に関する研修会、講演会
に参加する。

①子どもの心のケア(DV)研修会(動
　 画視聴)について、小・中学校の管
   理職及び教職員に参加を呼び掛け
   た。
②デートDV防止学校教育関係者研
　修会（オンライン）について、小・中
　学校の管理職及び教職員に参加を
　呼び掛けた。

○ ○ ○ ○ A

各校の教職員が研修に参加
できるよう、研修会・講演会の
周知の方法を今後も工夫して
いく。

学校教育課

3
【再掲】
人権研修会

● ● 継続
市民に対し、人権に関わる様々
なテーマについて研修会を実施
する。

〇人権研修会
・実施回数　5回
・参加人数 147人

○ ○ ○ ○ A
参加者アンケートにより男女
別のニーズを把握し、事業を
計画及び実施していく。

生涯学習課

4
【再掲】
公民館等人権講座

● ● 継続

市民に対し、人権に関わる様々
なテーマについて研修会を実施
する。

①いろは遊学館
学社融合事業いのちを学ぶ人権講座
「みんな違うから面白い」
　参加人数 142人
②宗岡公民館：あけぼの大学
「生き生きエイジング」
　参加人数35人
③宗岡第二公民館：寿大学
「イキイキエイジング」
　参加人数46人

○ ○ ○ ○ A

参加者アンケートにより男女
別のニーズを把握し、事業を
計画及び実施していく。

生涯学習課

5

志木市職員のセクシュ
アル・ハラスメント等の
防止と対策

● 継続

市職員に対して問題意識の啓発
を継続して行う。

主幹級の職員を対象に職場環境改
善研修を実施し、ハラスメント防止に
ついて理解を深めた。
・受講者数：37名

○ ○ ○ ○ ○ A

ハラスメント問題について学
ぶことができる研修等を実施
する。
　全職員が定期的に受講でき
るよう、対象者を選定してい
く。

人事課

6 企業人権問題研修会 ● 継続

企業における公正な採用の促
進、様々なハラスメントや人権課
題について取り上げ、一人ひとり
が人権について考える機会とな
る研修会を実施するとともに、庁
内人権啓発推進員、新規採用職
員を対象に男女共同参画をはじ
めとする人権問題の研修とする。

・参加事業所数　11社
・参加者数　56名（事業者16名）

○ ○ ○ ○ ○ A

新規の事業者に参加していた
だけるよう周知に努め、市内
事業者における男女共同参
画の意識高揚を図る。
職員についても、一企業として
参加して知識向上を図る。

人権推進室

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 15 -



基  本  目  標 Ⅱ　だれもが安心して暮らせるまち
課　　　　　　題 ２　DV被害者に対する相談・支援体制の充実
施策の方向性 ①　相談体制の充実

②　志木市配偶者暴力相談支援センター事業の周知への取組
③　被害者の安全確保と自立支援
④　関係機関との連携

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1 女性相談 ● 継続

女性を対象に、DV被害や夫婦関
係等の女性の悩みに対して適切
な指導助言を行う。

・実施日数　　45日
・相談のべ件数　133件

○ ○ ○ ○ ○ A

周りの人に相談しづらい悩み
について、専門の相談員が相
談者に寄り添いながら気持ち
の整理を後押しし、継続的に
対応していく必要がある。

子ども支援課

2
【再掲】
男性相談

● 継続

男性からの相談に心理カウンセ
ラーが対応する。

・実施日数　　45日
・相談のべ件数　3件

○ ○ ○ ○ ○ A

男性相談の件数は少ないも
のの、相談員のスキルや面接
時の安全面などが課題であ
る。

子ども支援課

3
行政相談・人権相談・
法律相談

● 継続

市民生活に関する相談及び苦情
を適正に処理し、市民の福祉向
上を図るため、行政相談、人権
相談及び法律相談を実施する。

○法律相談
・毎週水曜日（年間相談件数320件）
○行政相談　
・毎月第3木曜日（年間相談件数5件）
○人権相談
・毎月第1火曜日（年間相談件数1件）

○ ○ ○ ○ A

市民生活に関する相談及び
苦情を適正に処理し、市民の
福祉向上を図るため、引き続
き行政相談等を実施していく。

総合窓口課

4
民生委員・児童委員活
動の推進

● 継続

社会奉仕の精神を持って、常に
住民の立場に立って相談に応
じ、必要な援助を行い、社会福祉
の向上に努める民生委員活動を
推進する。

社会奉仕の精神を持って、常に住民
の立場になって相談に応じ、必要な
援助を行い、社会福祉の向上に努め
る民生委員活動を推進した。

○ ○ ○ ○ A

民生委員・児童委員は男女の
割合は男性1：女性2となって
いる。民生委員の支援を求め
る方から、不安という理由から
同性の民生委員を希望される
ことがあるため、異性の訪問
の際には同性の委員が同行
するなどの工夫が必要であ
る。

生活援護課

5
市民合同相談・各種相
談業務情報交換会

● 縮小

相談員間の連携を図ることを目
的とし、市で実施している各種相
談を合同で実施することにより、
多様化する相談に、各専門分野
の相談員が連携して応じること
で、適切かつ円滑に問題の解決
に導く。

開催日：令和6年10月1日
・法律相談（4件）
・司法書士相談（3件）
・行政相談（1件）
・人権相談（0件）
・消費生活相談（1件）
・女性・男性相談（1件）
・健康相談（0件）
・福祉相談（15件）

○ ○ ○ ○ A

令和7年度の合同相談は引き
続き実施し、会場の形態変更
から連携が困難であるため、
行政相談等の一部として統合
して見直すなど、開催方法を
検討する。

総合窓口課

6
DV対策ネットワーク研
修会・講演会

● 継続

DV被害者支援対策のため、担当
者間で知識や情報の共有を行
い、迅速かつ適切な対応に備え
る。

埼玉県指定・認定NPO法人ふじみの
国際交流センター上島 直美氏を講師
に招き、外国人女性・DV被害者への
支援について研修を行った。

○ ○ ○ ○ A

関係機関がそれぞれの役割
を理解し、連携して被害者支
援にあたることができるよう、
引き続き会議の場で知識の習
得や情報共有の機会を設け、
意識の高揚を図っていく。

子ども支援課

7 生活保護扶助 ● 継続

生活保護受給者への支援及び
DV被害者を含む生活困窮者へ
の最低限度の生活保障、自立の
助長を支援する。

DV被害者の相談窓口（子ども支援
課）などと連携して生活保護制度を活
用し、DV被害者の最低限度の生活保
障や自立に向けた支援につなげる体
制を整えた。 ○ ○ ○ ○ A

DV被害者が実際に生活保護
制度を利用している数はそこ
まで多くないのが現状である。
その為、今以上に関連機関と
連携し世帯に応じた支援を心
がける必要がある。

生活援護課

8 DV関係相談 ● ● 継続

配偶者、恋人、同棲相手等から
の暴力による被害者の相談に応
じ、一時保護の支援を行うことで
女性や子どもたちの身の安全を
確保する。

・相談件数　 　142件
・一時保護件数　0件

○ ○ ○ ○ ○ A

専門的なスキルの強化や対
応能力向上など、安定した相
談支援体制を構築する必要
がある。 子ども支援課

9
国民健康保険被保険
者資格の取扱い

● 継続

避難中のDV被害者の事情を考
慮し、住民登録の条件を満たして
いなくても国保の被保険者とす
る。

相談窓口などが連携して、確実にDV
被害者を支援や保護につなげる体制
を整えたが、該当者はいなかった。

○ ○ A

引き続き、女性・男性双方が
利用しやすい体制を継続す
る。

保険年金課

10
住民基本台帳事務に
おける支援措置

● 継続

DV、ストーカー行為等及び児童
虐待等の加害者が、住民基本台
帳の一部の写しの閲覧、住民票
の写し等の交付、戸籍の附票の
写しの交付の制度を不当に利用
することを防止し、被害者の安全
を確保する。

DV被害者等の相談窓口である子ども
支援課などと連携をとり、被害者の支
援や安全のため、事務を実施した。

○ A

DV被害者等の相談窓口であ
る子ども支援課などと連携を
とり、被害者の支援や安全の
ため事務を実施する。

総合窓口課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 16 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

11 DV対策庁内連携会議 ● 継続

実際にDV被害者への対応を行う
場合に、担当者間で情報の共有
を行い、迅速かつ適切な対応を
行う。

埼玉県指定・認定NPO法人ふじみの
国際交流センター上島 直美氏を講師
に招き、外国人女性・DV被害者への
支援について研修を行った。

○ ○ ○ ○ A

関係機関がそれぞれの役割
を理解し、連携して被害者支
援にあたることができるよう、
引き続き会議の場で知識の習
得や情報共有の機会を設け、
意識の高揚を図っていく。

子ども支援課

12
DV対策ネットワークの
活用

● 継続

DV被害者支援対策のため、担当
者間で知識や情報の共有を行
い、迅速な対応に備える。

埼玉県指定・認定NPO法人ふじみの
国際交流センター上島 直美氏を講師
に招き、外国人女性・DV被害者への
支援について研修を行った。 ○ ○ ○ ○ A

関係機関がそれぞれの役割
を理解し、連携して被害者支
援にあたることができるよう、
引き続き会議の場で知識の習
得や情報共有の機会を設け、
意識の高揚を図っていく。

子ども支援課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 17 -



基  本  目  標 Ⅱ　だれもが安心して暮らせるまち
課　　　　　　題 ３　生涯を通じた健康づくり
施策の方向性 ①　ライフステージに沿った健康づくりのための各種事業の充実

②　母子保健事業等の推進

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1 各がん検診事業 ● 継続

国の指針に基づき、がん等の疾
病を早期に発見し、早期治療に
結びつけることを目的に、がん検
診を実施する。併せて検診受診
促進のための啓発活動を行う。

○個別検診
・実施時期　5月～翌年2月
○集団検診
・実施時期　10月～翌年2月
・実施回数　12回
・土日祝日も実施した。
・レディースデーを設けた。
・WEBによる検診申し込みにより、利
便性を高めた。
○受診人数（個別+集団）
・胃がん　　  　 1,966人
・肺がん　　  　 4,144人
・大腸がん　    4,007人
・子宮頸がん　 2,022人

○ ○ ○ A

集団検診は土日祝日も含め
た日程にする。レディースデー
を設けることで、女性が受診し
やすい環境を整える。
　DXの視点を取り入れ、特に
IT技術を利用した勧奨を行
い、受診啓発を実施する。 健康政策課

2
特定健康診査・特定保
健指導

● 継続

生活習慣病の予防を目的に40歳
から74歳までの国民健康保険被
保険者に対し、「特定健康診査」
を行い、健診結果から、「動機付
け支援」「積極的支援」の特定保
健指導を行う。また、特定保健指
導対象外のリスク保有者には運
動教室を実施し、重症化予防を
図る。
なお、集団健診では「結果説明
会」を開催し、特定保健指導の実
施率向上や、要精検者に対する
フォローも行う。

○個別健診
・実施時期　7月～12月
○集団健診
・実施時期　10月～翌年2月
・実施回数　12回
・土日祝日も実施した。
・レディースデーを設けた。
・WEBによる健診申し込みにより、利
便性を高めた。
○かかりつけ医の受診勧奨やSMSに
よる受診勧奨をするなど特定健診受
診率向上に努めた。
○集団健診受診者を対象に｢結果説
明会｣を開催するなど特定保健指導
実施率向上にも努めた。
○令和6年度法定報告値
・特定健診受診率　　43.1％
・特定保健指導実施率　　23.8％

○ ○ ○ ○ ○ A

集団健診は土日祝日も含め
た日程にする。レディースデー
を設けることで、女性が受診し
やすい環境を整える。レディー
スデーの特定保健指導スタッ
フも女性が対応できるよう調
整する。
利便性の検討や勧奨により、
受診率向上・保健指導実施率
向上に努める。

健康政策課

3
いろは健康２１プラン推
進事業

● 継続

平成31年3月に策定した、いろは
健康２１プラン（第4期）に基づき
「みんなで進める健康寿命日本
一のまちづくり」を基本理念に、
特定健康診査・特定保健指導や
いろは健康ポイント事業など従来
の事業を継続していくとともに、
子どもの健康づくりプロジェクト
（足部機能・骨格発達支援事業
等）やリスクの高い対象者に対す
る歯科検診、さらには高齢者のフ
レイル対策など、次世代を担う子
どもから高齢者まで全ての市民
の健康づくりを支援するため、本
計画に位置付けた事業を推進し
ていく。

○いろは健康ポイント事業
・参加人数　3,757人（うち新規259人）
○子どもの健康づくりプロジェクト
「足部機能・骨格発達支援事業」
・対象　市内全小学校3・4年生
・参加人数　1,385人（小学3年生679
人、4年生706人）

○ ○ ○ ○ A

 市民の健康づくりを支援する
ため、計画に位置づけた事業
を推進していく。

健康政策課

4 子どもと家庭の相談室 ● 継続

児童福祉向上のため、18歳未満
の子どものいる家庭のあらゆる
問題について家庭児童相談員が
相談に応じる。

○相談室
・年間相談件数　1,663件
○やる気をひきだす子育て練習法
・参加人数　
第1回：7人、第2回：6人、第3回：3人
ダイジェスト版：4回計31人

○ ○ ○ ○ A

引き続き、家庭児童相談員が
随時相談に応じ、よりよい親
子関係を築くためのプログラ
ムを実施するなどして、子育
て家庭に寄り添った支援を継
続する。

子ども支援課

5 養育支援訪問事業 ● 継続

児童の養育に対する支援が必要
な状況にある家庭に対して、養育
の支援、指導を実施する。

実件数　１件
延べ回数　９回

○ ○ ○ ○ A

養育を支援することが特に必
要な家庭に対し、引き続き支
援を行っていく。

子ども支援課

新 6
子育て世帯訪問支援
事業

● 新規

家事・子育てなどに不安・負担を
抱えた子育て家庭、妊産婦など
がいる家庭を対象に、自宅を訪
問し、家事・子育てなどの支援を
行う。

実件数　1件
延べ回数　１０件

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き家事・子育てなどに
不安・負担を抱えた子育て家
庭、妊産婦などがいる家庭に
対し、家事・子育てなどの支援
を行っていく。

子ども支援課

7 児童発達相談センター ● 継続

家族等が児童の発達について気
になったり、子どもを育てにくいと
感じた時に、気軽に相談できる窓
口となり、切れ目のない支援を
行っていく。

専門職による個別相談や親子グルー
プ支援、保育園や幼稚園、子育て支
援センターへの巡回相談を実施した。
延べ相談児童数1,328人

○ ○ ○ ○ A

引き続き、性別問わず、支援
を必要としてる方が利用しや
すい環境を整備していく。 児童発達相談セン

ター

8
子宮頸がんHPV併用
検診

● 継続

30歳以上61歳未満の女性を対象
に、HPV検診を実施する。

検診受診者数：1,009人
検診受診率：6.3％

○ ○ A

がん検診の新しい指針に則
り、検診方法をHPV検診に変
更した。
　未受診者対策として、自己
採取HPV検査や受診勧奨ハ
ガキの送付等を実施する。

健康政策課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 18 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

9 歯科口腔保健事業 ● 継続

「5歳児親子いっしょに歯科検診」
と、「妊婦歯科検診」を実施し、各
検診に要する費用を全額公費助
成する。
　また、3歳児健診時におけるフッ
化物塗布、乳幼児を対象とした
むし歯予防教室、歯科衛生士等
による講話を行い、歯と口腔に関
する意識啓発事業を実施する。

〇5歳児親子いっしょに歯科検診
・５歳児受診者数　105人(受診率
17.6％）
・保護者受診者数　95人
〇妊婦歯科検診
・受診者数　146人(受診率28.8％）
○3歳児健診フッ化物塗布
・実施回数　12回　
・受診者数　416人
○むし歯予防教室
・実施回数　6回
・参加数　58組

○ ○ ○ B

昨年と比較し、歯科検診の受
診率の低下がみられた。周知
や受診勧奨方法について検
討していきたい。
今後も、生涯を通じた健康づく
りのため、事業を推進してい
く。 健康増進センター

10
乳幼児健診および保健
指導事業

● 継続

乳幼児の健全な育成を図るた
め、健康診査を実施し、疾病の
早期発見、育児不安への対応等
の保健指導及び事後指導を行
う。

○乳幼児出張健康相談
・実施回数　16回
・相談件数　70件

○ ○ ○ A

母だけでなく、父側の相談内
容も把握できるよう、事業を推
進していく。

健康増進センター

11 乳幼児健康相談 ● 継続

乳幼児の健康の保持、増進のた
め、また養育者の育児支援のた
め、就学前の希望者を対象に身
体計測や保健師、栄養士による
健康相談を関連機関と連携しな
がら実施する。

○乳幼児出張健康相談
・実施回数　16回
・相談件数　70件

○ ○ ○ A

母だけでなく、父側の相談内
容も把握できるよう、事業を推
進していく。

健康増進センター

12 パパママ学級 ● 継続

初めて親となるプレパパ、ママに
対し、講話や実習を通して妊娠、
出産に対する正しい知識の普及
と友達づくりを進め、自信を持っ
て育児に臨めるよう支援する。ま
た、親になる前に育児について
学ぶとともに、パートナーとの互
いの理解を深め、父親の育児参
加を促す。

○パパママ学級
・実施回数　6回
・参加人数　162人

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も、生涯を通じた健康づく
りのため、事業を推進してい
く。

健康増進センター

13 離乳食教室 ● 継続

乳児の正しい食習慣を確立し、
幼児食へのスムーズな移行を支
援する。離乳食の進め方、調理
方法等必要な情報を提供できる
離乳食教室を開催する。

月齢に合わせた離乳食の進め方の
講話、試食、身体測定を実施した。
○離乳食教室（初期）
・実施回数　12回　
・参加人数　195組
〇離乳食教室(中期）
・実施回数　6回
・参加人数　48組
〇離乳食教室(後期）　
・実施回数　6回　
・参加人数　37組
初・中・後期での個別相談　117件

○ ○ ○ A

試食や個別相談があることで
安心した子育てに繋がるた
め、今後も事業を推進してい
く。

健康増進センター

14 母子保健推進員活動 ● 継続

母子保健推進員が、家庭訪問や
子育てを支援する地域活動を行
い、母子の健康の保持増進を図
る。妊産婦・乳幼児等を対象とし
た家庭訪問、乳幼児地区健康相
談の実施、三世代・子育て支援
交流会の開催、健診・保健事業
等や保健事業の保育への協力。
要保護児童対策地域協議会へ
参加する。

母と子の健康づくりを中心に活動を
行った。
○妊産婦・乳幼児・その他の家庭訪
問
・訪問数　987回
○三世代・子育て支援交流会
・実施回数　18回
○乳幼児健診への協力
・実施回数　48回
・参加人数　231人
○保健事業等への協力
・実施回数　6回
・参加人数　14人

○ ○ ○ A

妊娠、子育てをする家庭を見
守り、声掛けを行い、地域で
暮らす子育て家庭を支えてい
く。また、研修の参加により、
母子に関わる手法への理解
を深めていく。

健康増進センター

15 妊婦健康診査 ● 継続

安心安全な出産を確保し、子ども
の健全育成を図るため、公費負
担による妊婦健診を実施する。
対象は、埼玉県市町村妊婦健康
診査標準実施要領に規定する委
託機関以外の日本国内の医療
機関(助産所を含む)において妊
婦健康診査と同等の健康診査を
受けた妊婦。

安心安全な出産を確保し、子どもの
健全育成を図るため、公費負担によ
る妊婦健診を実施した。
・受診者数　44人

○ ○ ○ A 健康増進センター

16
新生児・妊産婦・未熟
児訪問指導

● 継続

新生児、妊産婦又は乳幼児の家
庭を保健師、助産師が訪問し、
妊娠、出産、育児等に必要な指
導を行い、異常を早期発見し、治
療に結びつける。
　併せて、育児相談に応じること
によって、児が健やかに成長し、
安心して育児ができるように支援
する。

○訪問指導数
・妊産婦　実人数482人、延人数546
人
・新生児　実人数73人、延人数75人
・未熟児　実人数18人、延人数24人
・乳児　実人数413人、延人数465人

○ ○ ○ A

母だけでなく、父側の相談内
容も把握できるよう、事業を推
進していく。

健康増進センター

17 女性の健康チェック ● 継続

健診を受ける機会がない18歳か
ら40歳未満までの女性を対象
に、疾病の早期発見と生活習慣
病の予防のため健康診査を実施
する。保育あり。

・集団検診12回
・受診者数109人

○ ○ ○ A

今後もレディースディを設け
て、女性が受診しやすい環境
を整備していく。 健康増進センター

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 19 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

18 こころの相談 ● 継続

こころの病気や様々な悩み事を
もつ市民、精神障がい者を抱え
る家族の相談を受け、支援を行
う。
　対象は、精神保健相談を希望
する人または家族。内容は、精
神科医、心理カウンセラーによる
面接相談。

・実施回数　13回
・相談件数　17件
・相談者数　21人

○ ○ ○ A

地域で病気や悩みを持つ方と
家族の相談を受けて、不安の
軽減や今後の支援を行うきっ
かけとしていく。

健康増進センター

19 健康相談 ● 継続

生活習慣病予防等を目的に保健
師等が電話・訪問・面接等で助言
指導を行う。

・実施延べ人数
　40歳未満　37人
　40歳以上65歳未満　134人
　65歳以上　239人

○ ○ ○ A

今後も、男女共に生涯を通じ
た健康づくりのため、健診受
診の周知と合わせて、事業を
推進していく。

健康増進センター

20 おっぱいケア訪問 ● 継続

産後９０日以内の不安のある産
婦を対象に実施回数上限２回ま
で、助産師が家庭訪問し、おっぱ
いケアや授乳に関する相談、実
技の指導等を実施する。

・実施延べ件数　118件

○ ○ ○ A

利用状況や利用者のニーズ
を把握しながら事業を行って
いく。また、必要な方に支援が
行えるよう事業の周知を行っ
ていく。

健康増進センター

21 育児サポート事業 ● 継続

安心して子育てできる環境づくり
を目指して実施する「しきっ子あ
んしん子育てサポート事業」の一
環として、心身に不調があり、家
族などからの支援が得られない
産後１年以内の産婦に、助産師
等の専門職を派遣し、育児サ
ポートを実施することにより、育
児負担の軽減、順調な育児を支
援する。

・実施延べ件数　42件

○ ○ ○ ○ A

男性の育児休暇の取得が広
がりつつはあるものの、女性
の妊娠中や産後の心身の負
担を考え、出産前も利用でき
るよう事業を整備していく。

健康増進センター

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 20 -



基  本  目  標 Ⅲ　あらゆる分野で男女が活躍できるまち
課　　　　　　題 １　男女がともに働きやすい環境づくり
施策の方向性 ①　男女の均等な雇用機会の確保と就労環境の待遇改善への取組

②　女性の就業・起業の支援
③　子育てや介護を支援する体制の充実

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
ジョブスポットしきにお
ける就労支援

● ● 継続

志木市と埼玉労働局の協定に基
づき設置した「ジョブスポットしき」
において、埼玉県や東京都を中
心とした求人情報の紹介及び職
業相談を実施する。また、各種就
労支援セミナーや合同就職面接
会を実施し、就労支援の充実を
図る。

ジョブスポットしきにおいて、職業紹介
及び就職相談に対する助言を行い、
紹介件数は830件、就職件数は186件
であった。
また、志木市とハローワーク朝霞、朝
霞地区雇用対策協議会が主催とな
り、「シニア世代対象就職面接会」を
開催し、113名が参加した。

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、求職者の相談や就
職に結びつくための支援を
行っていく。

産業観光課

2
【再掲】
企業人権問題研修会

● 継続

企業における公正な採用の促
進、様々なハラスメントや人権課
題について取り上げ、一人ひとり
が人権について考える機会とな
る研修会を実施するとともに、庁
内人権啓発推進員、新規採用職
員を対象に男女共同参画をはじ
めとする人権問題の研修とする。

・参加事業所数　11社
・参加者数　56名（事業者16名）

○ ○ ○ ○ ○ A

新規の事業者に参加していた
だけるよう周知に努め、市内
事業者における男女共同参
画の意識高揚を図る。

人権推進室

3 キャリアカウンセリング ● 継続

毎月第1・第3月曜日に無料の
キャリアカウンセリングを実施し、
相談者のライフスタイル等に配慮
した個別相談を実施する。

実施日数：20日（40枠）
※1日2時間（原則1人１時間まで）
相談人数：29名

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、就職に対し不安を
抱える女性に対し、サポート
は必要であることから、事業
は継続していく。
しかしながら、40枠ある中で相
談人数は29人と空きのある状
況であり、周知方法の検討が
必要である。

産業観光課

4
障がい者等就労支援
センター事業

● 継続

市役所内でハローワーク朝霞の
相談員と市の支援員が連携して
支援を行い、身近な市役所でき
め細やかな就労支援や就職後の
職場定着のための支援を行って
いる。

〇新規登録者
・障がい者　21人
　うち、生活保護者　0人
〇就労件数
・障がい者　43件
・生活保護受給者　26件
〇障がい者定着支援等企業訪問
・訪問件数　166件

○ ○ ○ A

引き続き、女性、男性双方が
利用しやすい環境を整備し事
業を実施していく。

共生社会推進課

5 就職支援セミナー ● ● 継続

仕事と子育ての両立を考える女
性を対象とした就労支援セミナー
を実施し、自己分析や就職活動
の進め方等サポートを図る。

埼玉県が主催するセミナーに、志木
市と新座市が共催し、女性向けのセミ
ナーを実施した。
①在宅ワーカー育成セミナー
②印象管理～パーソナルカラーを
使って印象アップ～
③就活で良い印象を与えるヘアスタ
イル講座
埼玉県内参加252人（うち志木市3人）

○ ○ ○ ○ ○ A

新たなライフスタイルや時代
に沿ったセミナーを引き続き
開催し、就職希望者のニーズ
あった支援を行っていく。

産業観光課

6

【再掲】
いろは子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（お父さん広場）

● 継続

「お父さん広場」を通し共感できる
仲間づくりを応援する。父親の育
児参加を推進する。

・実施回数　11回
・参加人数　子ども64人　保護者52人
（父26人、母26人）

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を推進してい
く。

子ども支援課

7

【再掲】
西原子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業（ぱぱまある）

● 継続

未就学児と子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するための情報提供や子ども
との遊び方、仲間づくりの機会を
提供する。

・実施回数　10回
・参加人数　子ども100人　保護者97
人（父43人、母52人、祖母2人）

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を推進してい
く。 子ども支援課

8

【再掲】
子育て支援センターぷ
ちまある地域子育て支
援拠点事業（お父さん
とあそぼう）

● 新規

未就学児と子育て中の保護者を
対象に、父親の子育て参加を促
進するための情報提供や子ども
との遊び方、仲間づくりを提供す
る。

・実施回数　1回
・参加人数　子ども６人　保護者６人

○ ○ ○ ○ ○ A

今後も引き続き、父親の仲間
づくりを支援するとともに、父
親の育児参加を促進してい
く。

子ども支援課

9
【再掲】
志木市職員の育児休
業等の取得促進

● 継続

男女平等な育児、介護休暇取得
を促進する。すべての職種の職
員が、男女を問わず、子が3歳に
達する日まで育児休業すること
ができる。部分休業又は、育児
短時間勤務を小学校就学前まで
取得することができる。

対象職員に制度の説明をするととも
に、取得について促した。
○女性職員
・対象者　10名
・取得者　10名
○男性職員
・対象者  10名
・取得者   4名

○ ○ ○ ○ ○ A

男性職員の育児休業取得率
を高めるため、育児休業等を
取得しやすい職場環境づくり
や職場の理解促進、男性職
員が取得できる制度を周知し
ていく。
　また、令和8年度から休職者
等カバー評価制度を実施し、
さらなる取得促進を目指す。

人事課

10
民設民営保育園支援
事業

● 継続

待機児童対策として、魅力ある民
設民営保育園の開園の支援及
び運営費に対する補助金を助成
する。

認可保育園23園、認定こども園1園及
び小規模保育施設9園に対し、保育
施設委託費を支給した。 ○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、男女双方が利用し
やすい環境を整備し、事業を
実施する。 保育課

11 保育スタッフ事業 ● 継続

市の事業に参加する市民の幼児
を一時保育する（必要に応じて各
課に保育スタッフを依頼し、各課
予算内で支出）。

市主催各種事業へ、延べ213人の保
育スタッフを派遣、延べ289人の保育
を実施し、事業参加者の負担軽減を
図った。

○ ○ ○ A

さらに多くの市民が事業に参
加できるよう、保育スタッフの
確保が必要である。

子ども支援課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 21 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

12 保育時間の延長 ● 継続

就労形態の多様化や通勤時間
の増加等に対応するように、認
可保育園等で保育時間を延長す
る。

認可保育園、認定こども園及び小規
模保育施設全園において、保育時間
の延長を行い、多様化する保護者の
就労形態に対応した。

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、男女双方が利用し
やすい環境を整備し、事業を
実施する。

保育課

13 乳児保育の充実 ● 継続

低年齢児の保育需要の増加に
対応した保育を実施する。

認可保育園及び小規模保育施設全
園において、0歳児保育の受入れを拡
充した。

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、男女双方が利用し
やすい環境を整備し、事業を
実施する。

保育課

14 学童保育クラブの充実 ● 継続

共働きなどの事情による日中留
守家庭の児童小学校1年生から6
年生までを市内8か所で保育す
る。

平成27年度より、これまでの3年生か
ら6年生へ対象学年の引き上げを図
り、保育を実施している。
　また、令和元年度は小学校6校にお
いて放課後子ども教室と一体型の放
課後志木っ子タイムを実施していた
が、令和2年度から小学校全8校で実
施している。

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、男女双方が利用し
やすい環境を整備し、事業を
実施する。

保育課

15
ファミリー・サポート・セ
ンター事業

● 継続

育児援助を受けたい人と援助が
できる人で会員組織をつくり、子
育て家庭を支援する。また、支援
のための講座や交流会を実施す
る。

入会説明会、会員講習会及び交流会
を実施した。
・会員数　1,340人（まかせて会員173
人、お願い会員1,093人　両方会員74
人）
・利用件数2,036人

○ ○ ○ A

引き続き、幅広い保育ニーズ
等に対応しながら、子育て家
庭を支援していく。

子ども支援課

16
保育園における地域交
流事業

● 縮小

保育園に求めるニーズに応える
ため地域における子育て支援策
として、公立保育園において乳幼
児の親子を対象として園庭開放
や地域の高齢者等との交流事業
等を実施している。

公立保育園にて園庭開放や地域の
高齢者等との交流事業を実施してい
る。

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き幅広い年代の男女双
方が保育園において交流でき
るよう事業を実施する。

保育課

17
子育て支援センターぷ
ちまある地域子育て支
援拠点事業

● 継続

児童福祉法に基づく地域子育て
支援拠点として、子育て家庭の
保護者、乳幼児等に対する支援
を行うために、子育て親子の交
流の場の提供と交流促進を中心
とした事業を行う。

・開所日数242日
・利用者数11,796人
（子ども5,920人保護者5,876人 ）
・相談件数481件

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、子育て家庭の保護
者、乳幼児等に対する支援を
行うことで、子育て親子が交
流しやすい居心地の良い場所
を提供していく。

子ども支援課

18 ぴあたいむ ● 継続

子育てに不安や負担を感じ、孤
立感や子育ての自信を失いかけ
ている母親を対象にグループ
ワーク事業を実施し、自分自身を
見つめ直し、ゆとりと自信を持っ
て育児に臨めるように支援する。

・実施回数　2回
・参加人数　2人

○ ○ ○ B

子育て支援センターが広がっ
てきていることから、事業の参
加者が減少傾向のため、事業
の実施方法を個別心理相談
（訪問型）へ切り替え、必要な
方へ支援をしていく。

健康増進センター

19
家庭教育支援事業 応
援しよう　赤ちゃんファ
ミリー

● 継続

1歳未満児を持つ家庭に交流の
場を提供し家庭教育を支援す
る。

・実施時期：5月～3月                                                                                   　　                                                                                                                                                              
・実施回数：9回　　                                                                                                                                                                                                                                                            
・対象：市内在住1歳未満児とその保
護者　　                                                                                                                                                                                                                                                     
・定員：各10組　                                                                                                                                                                                                                                                               
・参加者数：161名                                                                                                                

○ A

家庭教育、子育てを支援する
事業として、引き続き、母親だ
けでなく父親の積極的な参加
を促す。

いろは遊学館

20
ママ・サプリ～ママが元
気になる処方箋～

● 継続

1歳児～未就学児の保護者を対
象に、参加型ワークを通して子育
てのヒントを発見し、子育てが楽
しくなる方法、仲間づくりの場を提
供する。

・実施時期及び回数：9月　全4回
・対象：1歳～未就学児の保護者
　　　　(保育つき事業）
・定員：８組(保育付き講座）
・参加者数：延べ46名

B

対象は、保護者であるが、女
性中心の事業となっている。
今後は、事業名「ママサプリ」
について検討が必要である。 いろは遊学館

21
なかまづくり

● 継続

1歳の子どもとその保護者を対象
に、親子いっしょの遊び、預け合
い、親のリフレッシュ・親同士の
仲間作りなどを行うことで、支え
合いの子育てを支援する。

名称変更：令和3年度「なかまほ
いく「春にーにょ」」

・実施時期：5月～7月/11月～12月                                                                                 　　                                                                                                                                                              
・実施回数：各6回　　                                                                                                                                                                                                                                                            
・対象：１歳～２歳児とその保護者　　                                                                                                                                                                                                                                                     
・定員：各8組　                                                                                                                                                                                                                                                               
・参加者数：延べ162名                                ○ A

親同士のなかまづくりを目的
とした事業ではあるが、参加
者は女性が中心となっている
ため、対象が母親に限定され
ているような印象を与えないよ
うな表現で周知することと、父
親の積極的な参加を促す。

いろは遊学館

22
いろは子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業

● 継続

児童福祉法に基づく地域子育て
支援拠点として、子育て家庭の
保護者、乳幼児等に対する支援
を行うために、子育て親子の交
流の場の提供と交流促進を中心
とした事業を行う。

・開所日数266日
・利用者数7,872人
（子ども4,125人保護者3,747人 ）
・相談件数1,707件

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、子育て家庭の保護
者、乳幼児等に対する支援を
行うことで、子育て親子が交
流しやすい居心地の良い場所
を提供していく。

子ども支援課

23
西原子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業

● 継続

児童福祉法に基づく地域子育て
支援拠点として、子育て家庭の
保護者、乳幼児等に対する支援
を行うために、子育て親子の交
流の場の提供と交流促進を中心
とした事業を行う。

・開所日数266日
・利用者数6,224人
（子ども3,257人保護者2,959人 妊婦
等8人）
・相談件数857件

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き、子育て家庭の保護
者、乳幼児等に対する支援を
行うことで、子育て親子が交
流しやすい居心地の良い場所
を提供していく。

子ども支援課

24
すこやか相談（いろは
子育て支援センター）

● 継続

子どもとの関わり方、発達に関す
ること、母親自身の悩みを専門
の相談員が相談を受けることで、
育児不安の軽減を図り、虐待を
予防する。

・相談件数　25件
・実施回数　5回

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き子どもに係る悩みを
専門の相談員に繋ぎ、子育て
家庭を支援していく。

子ども支援課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 22 -



担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

25
宗岡子育て支援セン
ター地域子育て支援拠
点事業

● 継続

児童福祉法に基づく地域子育て
支援拠点として、子育て家庭の
保護者、乳幼児等に対する支援
を行うために、子育て親子の交
流の場の提供と交流促進を中心
とした事業を行う。

・開所日数355日
・利用者数　12,862人（子ども6,913人
保護者5,949人）
・相談件数　426件

○ ○ ○ ○ ○ A

引き続き子どもに係る悩みを
専門の相談員に繋ぎ、子育て
家庭を支援していく。

子ども支援課

26
重症心身障がい児短
期入所事業

● 継続

重症心身障がい児(者）の介護者
が介護できないときのために、朝
霞地区4市で心身障害児総合医
療療育センターの短期入所ベット
1床を確保し、介護者の負担軽減
を図っている。

・利用延べ人数  　0人
・利用延べ日数　  0日

○ ○ ○ A

引き続き、女性、男性双方が
利用しやすい環境を整備し事
業を実施していく。

共生社会推進課

27
日中一時介護者支援
事業

● 継続

在宅の障がい者を介護する家族
の負担軽減などのために、日中
一時的に障がい者（児）を施設等
で介護する。

・利用実人数  　 　 11人
・利用延べ件数　  182件

○ ○ ○ A

引き続き、女性、男性双方が
利用しやすい環境を整備し事
業を実施していく。 共生社会推進課

28
いきがいサロン事業
街なかふれあいサロン
事業

● 継続

市内在住の60歳以上の方を対象
に高齢者が自主的に集って仲間
をつくり、教養や健康の向上、社
会奉仕活動、地域社会との交
流、レクリエーションなどの活動
をするいきがいサロン事業を実
施する。
市内在住の60歳以上の方を対象
に空き店舗を活用し、見守りや声
かけを中心とした福祉活動を実
施する街なかふれあいサロン事
業を実施する。

○いきがいサロン事業
・いきいきサロン　
　開館日数　220日
　延べ利用者数　5,260名
・ふれあいサロン
　開館日数　201日
　延べ利用者数　629名
○街なかふれあいサロン事業
・スペース・わ
　開館日数　252日
　延べ利用者数　2,612名
・ふれあいサロンあざみ
　開館日数　234日
　延べ利用者数　329名
・いろは元気サロンカフェ
　開館日数　243日
　延べ利用者数　682名

○ ○ ○ ○ ○ A

女性と男性の双方が利用しや
すい環境の整備と事業を展開
していく。

長寿応援課

29
介護予防普及啓発事
業

● 継続

シニア体操・脳リフレッシュ教室、
からだづくり教室を65歳以上の高
齢者を対象に市内各地で開催
し、高齢者の健康保持に努める。

○シニア体操・脳リフレッシュ教室
開催回数　　　40回
利用実人数　 71名　　
○からだづくり教室
開催回数　　　36回
利用実人数　 62名

○ ○ ○ ○ ○ A

女性の参加者が多いため、男
性が参加しやすいような事業
内容を検討していく。

長寿応援課

30
シニアボランティアスタ
ンプ制度

● 継続

元気な65歳以上の人が、生きが
いを感じながら自立して暮らして
いくことを目的とし、市が指定す
る地域貢献活動や登録介護施設
等でのボランティア活動に参加し
た場合に、一定のスタンプを加算
し、たまったスタンプに応じて地
域で使えるお買物券に交換す
る。

・登録者数　327名
・登録介護事業者数　24か所
・換金申請数　61名　166,000円

○ ○ ○ ○ ○ A

ボランティア活動に対する男
性の理解を深め、制度につい
て周知していく。

長寿応援課

31
【再掲】
母子保健推進員活動

● 継続

母子保健推進員が、家庭訪問や
子育てを支援する地域活動を行
い、母子の健康の保持増進を図
る。妊産婦・乳幼児等を対象とし
た家庭訪問、乳幼児地区健康相
談の実施、三世代・子育て支援
交流会の開催、健診・保健事業
等や保健事業の保育への協力。
要保護児童対策地域協議会へ
参加する。

母と子の健康づくりを中心に活動を
行った。
○妊産婦・乳幼児・その他の家庭訪
問
・訪問数　987回
○三世代・子育て支援交流会
・実施回数　18回
○乳幼児健診への協力
・実施回数　48回
・参加人数　231人
○保健事業等への協力
・実施回数　6回
・参加人数　14人

○ ○ ○ A

妊娠、子育てをする家庭を見
守り、声掛けを行い、地域で
暮らす子育て家庭を支えてい
く。また、研修の参加により、
母子に関わる手法への理解
を深めていく。

健康増進センター

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 23 -



基  本  目  標 Ⅲ　あらゆる分野で男女が活躍できるまち
課　　　　　　題 ２ 　政策・方針等の決定における女性の参画推進
施策の方向性 ①　審議会委員や市職員管理職等への女性の登用推進 

②　地域活動における女性参画の促進

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
女性の審議会等への
参画促進

● 継続

女性のいない審議会等に対し、
女性の登用を呼びかけ、市政に
関わる女性の参画を促進する。

女性委員割合29％
庁内審議会等の状況を把握し、女性
委員を配置できない理由を確認して、
場合に確保にむけた工夫等、課題に
対する解決策の検討を依頼した。

○ ○ A

毎年、審議会委員の構成数を
把握するとともに、継続して、
女性のいない審議会等を管
轄する所属へ呼びかる。

人権推進室

2
男女平等な昇任選考
制度の実施

● 継続

受験率向上のため、男女平等な
昇任選考制度を実施する。対象
は昇任選考実施要綱に基づく対
象者。

男女問わず対象者に、部局長から所
属長を通じて、受験について促した。

○ ○ ○ ○ ○ A

女性だけでなく、男性も含めた
全体の受験率向上を図るた
め、令和３年度及び令和５年
度に見直した昇任選考制度に
ついて周知し、受験を促す。

人事課

3
特定事業主行動計画
の推進

● 継続

子育て支援に基づく事業を全職
員を対象に促進する。

家事・育児などをしながら活躍できる
職場環境の整備目標を設定し、促進
した。 ○ ○ ○ ○ ○ A

子育て支援に関する取組につ
いて周知し、支援を必要とす
る職員が仕事と家庭を両立し
ながら活躍できる職場環境づ
くりに努める。

人事課

4
志民力人材バンク(まち
づくり推進バンク）

● 継続

「市民力」が活きる協働のまちづ
くりを推進するため、知識、経験、
資格などを持った市民の皆さん
を志民力人材バンクに登録し、市
の各種審議会や審査会の委員な
どに登用する。

12件の利用があり、登録者93人に対
して延べ56名の活用があった。

○ ○ ○ ○ ○ A

活用の拡大に向け、引き続き
全庁に対して、対象事業の洗
い出しや積極的な活用を働き
かけるなど、活用促進を図る。

市民活動推進課

5
被災時の避難所におけ
る、女性が積極的に参
画できる体制づくり

● 継続

被災時の避難所における男女の
ニーズの違いや復興段階におけ
る女性をめぐる問題に対し、自主
防災組織やボランティア組織など
で女性が積極的に参画できる体
制づくりを促進する。

地域での防災訓練、防災講座に多く
の女性が参加したことで、避難所にお
ける女性の役割などについて確認す
ることができた。
　また、令和7年3月に避難所運営マ
ニュアルを改正し、避難所で女性の
意見が反映されるよう「避難所の運営
に関わる役員の選出は年齢や性別で
偏ることがないよう配慮すること」や
「性別や年齢、立場により役割を固定
化せず、男女両方のバランスを考え
て役割を分担すること」などの文言を
追記した。
〇地区防災訓練
　・実施回数　33回
　・参加者数　1,875名
〇防災講座
　・実施回数　22回
　・参加者数　1,230名　

○ ○ ○ ○ A

避難所運営マニュアルの改正
内容の周知を図る。

防災危機管理課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 24 -



基  本  目  標 Ⅳ　男女共同参画を連携して進めるまち
課　　　　　　題 １ 　市民・事業者等との連携
施策の方向性 ①　男女共同参画のための多様な活動の促進

②　計画推進に関する市民・事業者等との連携

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1
男女共同参画市民・事
業者等との協働事業

● 継続

市民が参加する会議や事業等で
市と市民が連携した男女共同参
画の推進を図る。

市内の市民団体と連携を図り、男女
共同参画の推進を図るため、市民ま
つりにおいて、男女共同参画をはじめ
とした人権啓発活動を実施した。
・実施日 12月1日

○ ○ ○ A

引き続き、志木市民まつりに
おいて人権啓発活動を実施す
る。 人権推進室

2
【再掲】
志民力人材バンク(まち
づくり推進バンク）

● 継続

「市民力」が活きる協働のまちづ
くりを推進するため、知識、経験、
資格などを持った市民の皆さん
を志民力人材バンクに登録し、市
の各種審議会や審査会の委員な
どに登用する。

12件の利用があり、登録者93人に対
して延べ56名の活用があった。

○ ○ ○ ○ ○ A

活用の拡大に向け、引き続き
全庁に対して、対象事業の洗
い出しや積極的な活用を働き
かけるなど、活用促進を図る。 市民活動推進課

3
志木市男女共同参画
審議会

● 継続

公募市民、事業者などから構成
される志木市男女共同参画審議
会において、毎年計画の進捗状
況の確認を行い、市民・事業者
の意見を取り組みに反映する。

男女共同参画審議会を1回開催し、
年次報告書について協議を行った。

○ ○ ○ ○ A

引き続き、市民・事業者のご
意見を本市における男女共同
参画の推進に反映していく。

人権推進室

4

【再掲】
広報しきにおける男女
共同参画に関する啓発
活動

● 継続

広報しきにおいて、男女共同参
画の記事を掲載し、より多くの市
民へ届くよう情報の提供を行う。

志木市男女共同参画推進月間（6月）
に合わせて、広報しきに記事掲載を
行い啓発を行った。 ○ ○ ○ ○ A

引き続き広報しきにおいて、
男女共同参画の記事を掲載
し、より多くの市民の啓発活動
を行っていくとともに、ホーム
ページの活用を図る。

人権推進室

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 25 -



基  本  目  標 Ⅳ　　男女共同参画を連携して進めるまち
課　　　　　　題 ２　市の推進体制の充実
施策の方向性 ①　庁内の計画推進体制の強化

②　年次報告書の充実
③　男女共同参画に関する実態調査の実施

担当課
① ② ③ ④ 事業内容 事業実績 1 2 3 4 5

1 人権・同和問題研修会 ● 継続

人権・同和問題について正しい
知識を習得するための研修を実
施する。

新任主幹級職員及び新規採用職員
を対象に研修を実施した。
〇受講者数
新任主幹級：11名
新規採用職員：20名

○ ○ ○ ○ ○ A

埼玉県の講師派遣を利用し、
研修を実施しているため、今
後も対象者等検討しながら実
施していく。

人事課

2
志木市男女共同参画
庁内推進会議

● 継続

男女共同参画による推進体制の
強化を図り、基本計画の進行管
理を行う。

令和5年度版男女共同参画推進状況
に関する年次報告書について、内容
の協議・校正を行った。 ○ ○ ○ A

男女共同参画庁内推進会議
構成員が中心となって、所属
における男女共同参画を推進
できるよう、情報提供を行って
いく。

人権推進室

3
【再掲】
企業人権問題研修会

● 継続

企業における公正な採用の促
進、様々なハラスメントや人権課
題について取り上げ、一人ひとり
が人権について考える機会とな
る研修会を実施するとともに、庁
内人権啓発推進員、新規採用職
員を対象に男女共同参画をはじ
めとする人権問題の研修とする。

・参加事業所数　11社
・参加者数　56名（事業者16名）

○ ○ ○ ○ ○ A

新規の事業者に参加していた
だけるよう周知に努め、市内
事業者における男女共同参
画の意識高揚を図る。
職員についても、一企業として
参加して知識向上を図る。

人権推進室

4 年次報告書の作成 ● 継続

条例の定めにより毎年、市の男
女共同参画の推進状況を公表す
る。

男女共同参画に関する施策の推進
状況等を報告書にまとめ、市ホーム
ページに掲載するとともに、市内公共
施設へ配下した。

○ ○ A

様式の見直しを定期的に行う
とともに、引き続き市民・事業
者の方などの様々なご意見を
反映させた年次報告書を作成
する。

人権推進室

5
女性活躍推進法に基
づく特定事業主行動計
画の推進

● 継続

女性職員の活躍を推進していく
ため、現状分析に基づき目標を
設定し、取り組む。

採用や管理職の登用など、女性職員
の割合に関する目標を設定し、結果
を公表した。

○ A

採用や管理職の登用などを
決定する過程において、男女
のバランスを考慮する。

人事課

施策の方向性 令和６年度 配慮度チェック
No. 事業名 区分 評価 課題・今後の方針

　○配慮度チェック
　　　１　事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した
　　　２　事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いた、または双方が参加した
　　　３　女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした
　　　４　事業の方向性を男女共同参画に配慮した
　　　５　事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した
　○課題評価
　　　Ａ　課題解決に値する成果が得られた
　　　Ｂ　課題を意識したが、成果につながらなかった
　　　Ｃ　事業未実施 - 26 -
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